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東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変

更の認可（令和元年度の将来原価接続料等の再算定）

について 

 

（諮問第３１２０号） 

 

＜目次＞ 
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参考（大部のため省略） 

○ 接続約款変更認可申請書（写）（東日本） 

○ 接続約款変更認可申請書（写）（西日本） 

○ 参照条文 

 

 



令和元年８月22日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  川 濵  昇 殿 

 

                            接 続 委 員 会 

                              主 査  相 田  仁 

 

 

報 告 書 

 

 

令和元年６月28日付け諮問第3120号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。  

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東

日本・西日本」という。）の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の

認可（令和元年度の将来原価接続料等の再算定）については、諮問のとおり認可

することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりで

ある。 

 

以上 
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３
 

 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

ァ
イ
バ
と
同
じ
素
材
を
使
う
メ
タ
ル
ケ
ー
ブ
ル
で
は
、
耐
用

年
数
は
架
空

28
年
、
地
下

36
年
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
依
然
と
し
て
実
態
と
乖
離
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
回
の
耐
用
年
数
見
直
し
か

ら
10

年
以
上
経
過
し
た
結
果
、
今
回
の
改
定
は
シ
ン
グ
ル

ス
タ
ー
方
式

1
芯
あ
た
り
の
月
額
使
用
料
に
お
い
て
当
初
の

20
19

年
度
認
可
接
続
料
と
比
べ
て
、
NT
T
東
日
本
殿
で
-2
02

円
(-
8.
2%
）、

NT
T
西
日
本
殿
で
－
22
3
円
(-
8.
6%
)も

の
見

直
し
と
な
り
、
大
き
な
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
接
続
料
が
よ
り
一
層
公
正
妥
当
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
為
に
も
、
当
面
の
間
は
最
長
で
も

3

年
以
内
に
都
度
検
証
を
行
い
、
検
証
結
果
と
適
用
さ
れ
て
い

る
耐
用
年
数
に
乖
離
が
生
じ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
料
金

を
見
直
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。
 

（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
）
 

 ○
 
光
フ
ァ
イ
バ
の
耐
用
年
数
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
接
続

料
の
算
定
に
関
す
る
研
究
会
（
以
下
、「

研
究
会
」
と
い
う
。）
 

第
一
次
報
告
書
（
平
成

27
年

9
月
）
の
考
え
方
で
、「

加
入

光
フ
ァ
イ
バ
に
つ
い
て
、
そ
の
減
価
償
却
を
厳
正
に
捉
え
る

上
で
、
経
済
的
耐
用
年
数
が
採
ら
れ
て
い
る
現
況
に
お
い
て

は
、
そ
の
耐
用
年
数
が
実
態
を
適
正
に
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
事
業
会
計
に
つ
い

て
も
、
接
続
会
計
に
つ
い
て
も
、
適
時
適
切
に
こ
れ
を
見
直

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」

と
さ
れ
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
見

直
し
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
今
般
、
左
記
の
と
お
り
、

見
直
し
が
実
施
さ
れ
、
令
和
元
（
20
19
）
年
度
接
続
料
に
反

映
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
賛
同
い
た
し
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
前
回
の
見
直
し
（
平
成

20
（
20
08
）
年

度
）
か
ら

10
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
の
見
直
し
と
な
っ
た

た
め
、
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
光
フ
ァ
イ
バ
接
続
料
が
大
き

公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
為
に
も
、
当

面
の
間
は
最
長
で
も
3
年
以
内
に
都
度
検
証

を
行
い
、
検

証
結

果
と

適
用

さ
れ

て
い

る
耐

用
年

数
に

乖
離

が
生

じ

た
場
合
に

は
速
や
か
に
料

金
を
見
直
す
べ
き
」
と
の
ご
意

見
や
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社
殿
の
「
今
後
の
定
期
的
な
見

直
し
契
機
に
つ
い
て
は
整
理
が
必
要
」
と
の
ご
意
見
に
つ

い
て
、
当
社
と
し
て
は
、
今
後
も
上
記
の
要
素
を
総
合
的

に
検

討
し

た
上

で
見

直
し

を
実

施
す

る
考

え
で

す
。

ま

た
、
耐
用
年
数
の
見
直
し
は
当
社
が
財
務
会
計
の
適
正
化

の
観
点
か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
ま

で
同
様
に
、
固
定
資
産
デ
ー
タ
を
用
い
た

光
フ
ァ
イ
バ
の

耐
用

年
数

の
推

計
結

果
に

つ
い

て
研

究
会

や
総

務
省

に

提
供
し
て
い
く
考
え
で
す
。
 

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日
本
）
 

 ○
 
K
DD
I
株
式
会
社
殿
(
以
下
、「

KD
D
I殿

」
と
い
い
ま
す
。
)

の
意
見
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。
 

前
回

令
和

元
年

7
月

2
日

公
示

の
意

見
募

集
に

て
弊

社

か
ら
も
意

見
い
た
し
ま
し

た
通
り
、
今
般

新
た
に
蓄
積
さ

れ
た

デ
ー

タ
に

基
づ

き
再

算
定

す
る

こ
と

で
利

用
実

態

に
近
づ
く
償
却
期
間
(架

空
20
年
、
地
下
2
8
年
)
を
反
映
し

た
接
続
料
金
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
 

一
方
で

K
D
D
I
殿
の
意
見
に
も
あ
る
通
り

、
今
回
の
見

直
し

に
よ

る
光

フ
ァ

イ
バ

接
続

料
の

変
動

と
そ

の
影

響

は
大
き
く
、
左
記
の
第
一
次
報
告
書
の
考

え
方
に
鑑
み
れ

ば
、
今
回
見
直
し
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
期
間

(
20
0
8
年
度

か
ら

10
年
以
上
)で

は
「
耐
用
年
数
が
実
態
を
適
正
に
反

映
し
た
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
念
が
生
じ
か
ね
な
い

た
め
、
接
続
料
が
よ
り
一
層
公
正
妥
当
な

も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
保

す
る
た
め
に
も
、
複
数
年
度
の

算
定
期
間
が
終

了
す
る
都
度
（
当
面
の
間
は
最
長
で
も

3
年
以
内
）
に
検

の
で

あ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
適

時
適

切
に

見
直

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
と

考
え
ま
す
。
 

○
 

総
務

省
に

お
い

て
は

、

Ｎ
Ｔ

Ｔ
東

日
本

・
西

日
本

の
光

フ
ァ

イ
バ

の
耐

用
年

数
の

見
直

し
に

関
す

る
状

況
に

つ
い

て
、

関
連

の
デ

ー
タ

等
の

提
供

も
受

け
て

検
証

等
を

行
う

こ
と

が
適

当
と
考
え
ま
す
。
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６
 

 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

が
見
直
し
さ
れ
、
接
続
料
の
低
減
検
討
を
頂

き
、
一
国
民

と
し
て
感
謝
し
ま
す
。
賛
成
の
立
場
で
、
す
こ
し
異
な
る

論
点
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
将
来
の

た
め
の
、
ア

イ
デ
ア
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
活
用
で
き
る
部

分
が
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。
 

光
フ

ァ
イ

バ
ー

が
長

寿
命

で
あ

る
こ

と
が

明
示

さ
れ

た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
通
信
事
業
者
、
工
事

業
者
、
光
部

品
ベ

ン
ダ

ー
な

ど
の

我
が

国
の

情
報

通
信

産
業

の
努

力

の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
言
え
、
世
界
に
先
駆
け
て
 
F
TT
H

を
普

及
さ

せ
た

先
駆

性
に

一
国

民
と

し
て

感
謝

の
念

を

示
し
ま
す
。
 

今
回
接
続
料
が
改
定
さ
れ
、
８
％
程
度
低
減
さ
れ
た
か

と
思
い
ま
す
。
仮
に
導
入
時
か
ら
こ
の
よ
う
な
長
寿
命
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
接
続
料
は
異
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
 

た
だ
、
こ
れ
を
遡
及
的
な
値
段
に
変
え

た
と
し
て
も
、

F
T
T
H
を
利
用
す
る
、
各
国
民
に
還
元
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
ま
た
、
事
業
者
間
で
金
銭
の
受
け
渡
し
を
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
お
金
は
ど
こ
か
に
流
れ
、
情
報
通
信
産
業

の
発
展
に
寄
与
し
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

こ
の

よ
う

に
耐

用
年

数
の

実
力

値
の

上
昇

に
よ

っ
て

得
ら
れ
る

効
用
を
遡
及
し
、
今
後
さ
ら
な

る
国
内
外
の
光

通
信
網
の
発
展
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
過
去
努
力
を
行
っ

た
、
通
信
事
業
者
、
工
事
業
者
、
光
部
品
ベ
ン
ダ
ー
が
享

受
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 

過
剰

品
質

と
言

わ
れ

る
日

本
型

産
業

で
は

あ
り

ま
す

が
、
こ
れ
ら
産
業
の
努
力
に
対
し
て
、
適
切
に
還
元
さ
れ

る
よ
う
な
仕
組
み
（
た
と
え
ば
、
遡
及
し
て
集
め
た
財
源

を
新

規
の

光
網

導
入

促
進

補
助

と
し

て
活

用
）

が
あ

る

と
、
未
来
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
企
業
が
増
え
る
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
 

は
、
事
業
会
計
・
接
続
会
計

の
適

正
性

確
保

の
観

点
か

ら
、

実
態

を
適

正
に

反
映

し
、

減
価

償
却

を
厳

正
に

捉
え

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
た

め
、

適
時

適
切

に
見

直
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

も
の
と
考
え
ま
す
。
 

○
 

加
入

光
フ

ァ
イ

バ
等

の

接
続

料
の

適
正

化
が

実
現

さ
れ

た
結

果
、

新
規

事
業

者
の

参
入

等
が

促
進

さ

れ
、

ひ
い

て
は

電
気

通
信

の
健

全
な

発
達

及
び

国
民

の
利

便
の

確
保

に
資

す
る

も
の
と
考
え
ま
す
。
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１
０

 
 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

適
正
性
、
公
平
性
、
透
明
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
従
っ
て
、
当
該
設
備
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
と
し
て
の
接
続
ル
ー
ル
（
以
下
、「

接
続

ル
ー
ル
」
と
い
い
ま
す
。）

の
対
象
と
す
べ
き
で
す
。
今
回
、

本
申
請
に
限
り
、
接
続
ル
ー
ル
の
対
象
と
し
な
い
場
合
で

も
、
既
設
区
間
は
接
続
ル
ー
ル
を
適
用
し
、
新
設
区
間
に
お

い
て
も
、
適
正
性
、
公
平
性
、
透
明
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
可
能
な
限
り
同
等
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
べ
き
と
考

え
ま
す
。
 

ま
た
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
等
に
つ
い
て
は
、
複
数

事
業
者
で
設
備
共
用
す
る
こ
と
で
、
携
帯
電
話
基
地
局
の
整

備
費
用
の
低
廉
化
に
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
実
現
に
向

け
た
検
討
を
開
始
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。
 

（
楽
天
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社
）
 

し
て
い
く
考
え
で
す
。
 

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日
本
）
 

 ○
 
K
DD
I
殿
の
意
見
に
も
あ
る
通
り
、
今
後
、
広
範
囲
か
つ
、

コ
ス

ト
ミ

ニ
マ

ム
に

5G
エ

リ
ア

を
整

備
す

る
こ

と
が

急

務
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
の

中
で
、
東
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
殿

及
び

西
日

本
電

信
電

話
株

式

会
社
殿
(
以
下
、
併
せ
て
「
N
TT
東
西
殿
」
と
い
い
ま
す
。
)

の
加
入
光
フ
ァ
イ
バ
未
提
供
エ
リ
ア
に
も
、
光
回
線
を
調

達
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
加
入
光
フ
ァ

イ
バ
未
提
供
エ

リ
ア
に
光
回
線
を
調
達
す
る
方
法
は
、
主
に
、
①

N
T
T
東

西
殿

の
光

回
線

を
延

長
し

未
提

供
エ

リ
ア

へ
敷

設
す

る

こ
と

で
卸

提
供

さ
れ

る
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
フ

ァ
イ

バ
を

用

い
る
か
、
②
自
前
で
回
線
を
敷
設
す
る
等
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
 

し
か
し
、
自
前
で
回
線
を
敷
設
し
た
場
合
、
設
備
構
築

に
係

る
ス

ピ
ー

ド
面

で
は

共
架

申
請

等
で

多
く

の
時

間

が
か
か
る
こ
と
や
、
ま
た
、
保
守
面
で
は
、
障
害
発
生
時

に
自
前
回
線
と
N
T
T
東
西
殿
の
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
フ
ァ
イ
バ

と
を

切
り

分
け

た
保

守
対

応
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

が

想
定
さ
れ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
加
入
光
フ
ァ
イ
バ
未
提

供
エ
リ
ア

へ
の
光
回
線
調
達
手
段
と
し
て
は
、
一
体
的
な

運
用

が
可

能
な

フ
レ

キ
シ

ブ
ル

フ
ァ

イ
バ

が
最

も
効

率

的
な
状
況
で
す
。
 

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
加
入
光
フ
ァ
イ
バ
と
同

様
の

設
備

を
用

い
て

い
る

フ
レ

キ
シ

ブ
ル

フ
ァ

イ
バ

の

既
設
設
備
区
間
(
図
1
参
照
)
の
提
供
条
件
に

つ
い
て
は
市

場
に
任
せ
る
こ
と
な
く
、
提
供
事
業
者
で

あ
る
N
T
T
東
西

殿
が
卸
料
金
及
び
コ
ス
ト
水
準
（
接
続
料
相

当
）
を
公
表

し
、
そ
の
差
分
の
定
量
的
な
説
明
を
行
い
、
オ
ー
プ
ン
な

場
で

議
論

す
る

こ
と

で
適

正
性

及
び

透
明

性
を

確
保

す

響
も

考
慮

し
、

一
定

の
合

理
性

が
認

め
ら

れ
る

と
考

え
ま
す
。
 

○
 

他
方

で
、

フ
レ

キ
シ

ブ

ル
フ

ァ
イ

バ
に

用
い

る
伝

送
路

設
備

は
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

で
あ

る
固

定
端

末
系

伝
送

路
設

備
で

あ
る
こ
と
に
加
え
、
今
後
、

５
Ｇ

の
進

展
等

に
よ

り
そ

の
利

用
が

増
加

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

こ
と

か

ら
、

そ
の

提
供

条
件

等
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

に
お

い
て

ま
ず

は
現

状
を

把
握

し
た

上
で

、
必

要
に

応
じ

て
、

検
討

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
考

え
ま
す
。
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１
１

 
 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

る
た
め
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
 

（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
）
 

 ○
 
左
記
の
意
見
は
、
5
G
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
に
N
T
T東

西
殿

が
光

フ
ァ

イ
バ

等
を

構
築

す
べ

き
と

い
う

考
え

に

立
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
う

し
た
考
え
方
は

接
続
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

特
に
、
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
新
た
に
構
築
さ
れ
る
フ
レ
キ

シ
ブ

ル
フ

ァ
イ

バ
等

に
接

続
ル

ー
ル

を
適

用
す

る
こ

と

は
、
設
備
投
資
リ
ス
ク
を

N
T
T東

西
殿
に
押
し
付
け
、
ま

た
設

備
事

業
者

の
設

備
投

資
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
阻

害

す
る
こ
と

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
た
め
、
設
備
競
争
の
衰

退
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
通
信
イ
ン
フ
ラ
の
脆
弱
化
を
招

く
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

5
G
の

早
期

展
開

や
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

強
靭

化
の

観
点

か
ら
、
引
き
続
き
設
備
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
と

考
え
ま
す

の
で
、
今
後
と
も
設
備
事
業
者

の
設
備
投
資
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
十
分
配
慮
頂
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。
 

（
株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ
）
 

 ○
 
左
記
の
意
見
の
と
お
り
、
N
T
T
東
・
西
が

敷
設
す
る
光

回
線

を
延

長
し

未
提

供
エ

リ
ア

へ
敷

設
す

る
フ

レ
キ

シ

ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
に
つ
い
て
、
当
該
提
供
条
件
の
公
平
性
・

透
明
性
・
適
正
性
を
担
保
す
る
た
め
、
ま
た
、
回
線
の
提

供
の
迅
速
性
を
確
保
す
る
た
め
、
現
状
の
卸
役
務
に
よ
る

提
供
で
は

な
く
、
接
続
ル
ー
ル
に
準
じ
た

利
活
用
の
整
備

が
必
要
と
考
え
ま
す
。
 

本
件
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
分
野
に
お
け
る
競

争
ル

ー
ル

等
の

包
括

的
検

証
に

関
す

る
特

別
委

員
会

及

び
関
連
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
て
、
引
き
続
き
検
討
い

た
だ
く
こ
と
を
希
望
い
た
し
ま
す
。
 

12







１
４

 
 意
見
１
 
別
表
（
ソ

フ
ト

バ
ン
ク
株
式
会
社
）
 

 別
表

 N
TT
東
西
殿
に
よ
る
耐
用
年
数
の
試
算

 
 

見
直
し
前
の
耐
用
年
数
（

20
08
年
度
に
算
定
）

 
架
空
ケ
ー
ブ
ル

 
地
下
ケ
ー
ブ
ル

 
15
年

 
21
年

 
 

【N
TT
東
西
殿
の
試
算
値
】 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ※
N

TT
東
西
殿
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
資
料
及
び
接
続
料
の
算
定
に
関
す
る
研
究
会
公
開
資
料
を
基
に
作
成

 

   
 

15



１
５

 
 再
意
見
５
 図

１
（

ソ
フ

ト
バ
ン

ク
株
式

会
社
）
 

 図
1 

  

令
和
元
年

8
月

6
日
次
世
代
競
争
ル
ー
ル
検
討

W
G(
第

2
回

)弊
社
説
明
資
料

7
頁
よ
り 

16



（案） 

 

 

情 郵 審 第 ＊ 号   

  令 和 元 年 ８ 月 ＊ 日   

 

 

 総 務 大 臣 

   石 田  真 敏 殿 

   

 

 

                      情報通信行政・郵政行政審議会 

                       会 長   多 賀 谷 一 照 

 

 

 

答 申 書 

 

 

 令和元年６月28日付け諮問第3120号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関

する接続約款の変更の認可（令和元年度の将来原価接続料等の再算定）については、諮問のと

おり認可することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれらに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 

以上 

 

印 

1717



東
日
本
電

信
電
話
株
式
会
社

及
び

西
日
本
電

信
電

話
株

式
会

社
の

第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
接
続

約
款

の
変

更
の

認
可
再
申
請
に
関
す
る
説
明

（
令

和
元
年
度
の
将
来
原
価
接
続
料
等
の
再

算
定

）

①
光

フ
ァ
イ
バ
の
耐
用

年
数

の
見

直
し
に
伴

う
将

来
原
価
接
続
料
の
再
算
定

②
総
務

省
の
音

声
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
統

計
誤
り
に
よ
る
Ｎ
Ｇ
Ｎ
接
続
料
算
定
誤
り
の
是
正

③
通
信

用
建

物
の
料

金
算

定
の
誤
り
の
是

正
（西

日
本

電
信
電
話
株
式
会
社
の
み
）

④
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の
取

扱
い
の
適

正
化

令
和

元
年

８
月

18



1

光
フ
ァ
イ
バ

の
耐

用
年

数
の

見
直

し
に
伴

う
将
来

原
価
接

続
料
の
再
算
定

総
務
省

の
音

声
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の

統
計

誤
り
に
よ
る

N
G

N
接

続
料
算
定
誤
り
の

是
正

通
信
用
建

物
の

料
金

算
定

の
誤
り
の

是
正
（
西
日

本
電
信

電
話
株
式
会
社
の
み
）

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の

取
扱

い
の

適
正
化

19



2
光
フ
ァ
イ
バ
の
耐
用
年
数
の
見
直
し
に
伴
う
将
来
原
価
接
続
料
の
算
定
に
つ
い
て

１
．
耐

用
年

数

現
行

見
直

し
後

架
空
光

フ
ァ
イ
バ

1
5
年

2
0
年

地
下

光
フ
ァ
イ
バ

2
1
年

2
8
年

海
底

光
フ
ァ
イ
バ

1
3
年

2
1
年

機
能

名

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
光
信
号
端
末
回
線
に
て
伝
送
を
行
う
機
能
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
光
信
号
主
端
末
回
線
に
て
伝
送
を
行
う
機
能
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
複
数
年
段
階
料
金
を
適
用
す
る
も
の
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
端
末
回
線
を
収
容
す
る
伝
送
装
置
及
び
端
末
回

線
に
よ
り
伝
送
を
行
う
機
能
）

一
般

中
継

系
ル

ー
タ
交
換
伝
送
機
能

一
般

収
容

局
ル

ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能

※

一
般

中
継

局
ル

ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能

※

関
門

交
換

機
接

続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能

※

イ
ー
サ

ネ
ッ
ト
フ
レ
ー
ム
伝
送
機
能

２
．
改

定
対

象
と
な
る
接
続
機
能

光
フ
ァ
イ
バ

の
経

済
的

耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
、
本

審
議

会
に
お

い
て
も
、
「現

行
の
耐

用
年
数

が
採
ら
れ
て
か
ら
既
に

1
0年

近
く
が
経
過
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
・
・・
見
直
し
に
向
け
て
早
期
に
対
応

す
る
必

要
が

あ
る
」な

ど
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
（
※
１
）
で
あ
る
が
、
総
務
省
に
対
す
る
報
告

（
※

２
）
に
よ
る
と
、
「
材
質
・構

造
・用

途
・
使
用
上

の
環

境
」、

「技
術

の
革

新
」
、
「経

済
的

事
情
の
変
化
に
よ
る
陳
腐
化
の
危
険
の
程
度
」
及
び
「光

フ
ァ
イ
バ
の
撤

去
率

」を
も
と
に
し
た
耐
用
年
数
の
推
計

結
果
を
踏

ま
え
、
総

合
的

に
検

討
し
た
結

果
、
以
下
「
１
．
耐
用
年
数
」
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り

令
和

元
年
度

期
首

よ
り
見
直
す
こ
と
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
将

来
原

価
方
式
に
よ
り
算

定
さ
れ
て
い
る
以
下
「
２

改
定
対
象
と
な
る
接
続
機
能
」
の
表

に
掲

げ
る
機

能
に
つ

い
て
、
令
和
元
年
度

接
続
料

が
再
算

定
、
再
申

請
さ
れ
た
。
（
将
来
原
価
の
予
測
の
合
理
性
を
維
持
す
る
た
め
、
既
に
予
測
さ
れ
認
可
さ
れ

た
令
和
元
年
度
の
原
価
等

の
変
更
が
必
要
と
な
る
）

※
１
：
情

報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会

電
気
通
信
事
業

部
会
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
接
続
約
款
の

変
更

の
認
可
（
平
成
３
０
年
度
の
接
続
料
の
新
設
及
び
改
定

等
）
に
つ
い
て
」
（
資
料

8
7
-
1
）
考
え
方
５

※
２
：
令

和
元
年
６
月
１
７
日
付
け
東
経
企
営
第
１
９
－
０
０
０
４
３
号
（N

T
T
東
日
本
）、

同
日
付
け
西
企
営
第
４
８
号
（
N

T
T
西
日
本
）

※
法
定
機
能
を
組
み
合
わ
せ
て
算
出
さ
れ
て
い
る
適
用
接
続
料

20













8

光
フ
ァ
イ
バ

の
耐

用
年

数
の

見
直

し
に
伴

う
将
来

原
価
接

続
料
の
再
算
定

総
務
省

の
音

声
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の

統
計

誤
り
に
よ
る

N
G

N
接

続
料
算
定
誤
り
の

是
正

通
信
用
建

物
の

料
金

算
定

の
誤
り
の

是
正
（
西
日

本
電
信

電
話
株
式
会
社
の
み
）

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の

取
扱

い
の

適
正
化

26







11

【
ＩＧ

Ｓ
接

続
の

通
信

回
数
の
予
測
値
の
算
定
方

法
】
（通

信
時

間
も
同

様
の
方

法
で
算

定
）

呼
の

類
型

別
に
、
前
々
算
定
期
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の

実
績

値
に
対
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ

次
の

各
変

動
率
を
合
算
し
た
も
の
を
乗
じ
て
予
測
値
を
算
定
。

ひ
か
り
電
話
施
設
数
の

変
動

率
通

信
先

施
設

数
の

変
動

率
（
⇔

の
下
に
記
載
の
電
話
種
類
の
施
設
数
の
変
動
率
）

１
加
入
当
た
り
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
（
通
信
回

数
）
変
動
率

呼
の

類
型

個
別
／
共
通

（
類
型
ご
と
の
値

か
ど
う
か
）

算
定

方
法

個
別
／

共
通

算
定

方
法

個
別
／

共
通

算
定
方
法

Ｎ
Ｇ
Ｎ
ひ
か
り
電

話
⇔

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

の
固

定
電

話

共
通

Ｎ
Ｔ
Ｔ
法

の
総

務
大

臣
認

可
を
受

け
る
事

業
計

画
に
記

載
の

値
を
採

用

（
こ
の

表
で
単

に
「
事

業
計

画
値

」
と

い
う
）

個
別

事
業

計
画

値
共
通

総
務
省
公
表
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク

値
に
よ
り
固
定
発
着
の
１

加
入
当
た
り
通
信
回
数
を

推
測
（
※

）
し
、
そ
の
対
前

年
変
動
率
の
平
成

2
0年

度
以
降
の
平
均

（
今
回
申
請
接
続
料
で
は
、

平
成

2
9
年
度
ま
で
の

1
0年

平
均
）

※
総
務
省
調
査
「
通
信
量
か
ら
み

た
我
が
国
の
音
声
通
信
利
用
状

況
」
を
使
用
し
て
推
測
。

Ｎ
Ｇ
Ｎ
ひ
か
り
電

話
⇔

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

の
固

定
電
話

共
通

個
別

事
業

計
画

値
共
通

Ｎ
Ｇ
Ｎ
ひ
か
り
電

話
⇔

他
事

業
者

共
通

個
別

総
務

省
公

表
の

契
約

数
を

使
い
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

西
以

外
の
施

設
数

を
算

定
し
た
上
で
そ

の
前

々
算

定
期

間
ま
で
３

年
間

の
増

減
数

の
平

均
値

で
直

近
２
年

を
外

挿

共
通

○
設

備
管

理
運

営
費
の
予
測

値
は
、
基
本

と
し
て
、
前

々
算

定
期

間
（
２
年

前
）
の
実

績
値

を
基

に
し
て
取
得

固
定
資
産
の
増

減
率
等

と
効
率
化
率

（
毎

年
度

▲
３
％

）
を
加
味
し
て
算
定
。
（装

置
本
体

等
の
減

価
償
却

費
は
投

資
額

を
考

慮
し
て
個
別

に
算

定
。
そ
の
他
具
体
的
方
法
は
網
使
用
料
算
定
根
拠
に
記
載
）

○
需

要
の
予

測
値

は
、
前
々
算
定
期
間
の
ひ
か
り
電

話
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
実

績
を
基

に
、
ひ

か
り
電

話
施
設
数
の
増
加
や
他
の
通
信
先
施
設
数
の
変
動

等
を
加

味
し
て
算

定
す
る
（原

価
算
定
根
拠
）と

さ
れ
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
以

下
の
方

法
を
採

用
。

○
い
ず

れ
の
方

法
も
、
平
成
２
０
（２

０
０
８
）年

度
適
用

接
続
料

の
算

定
で
採

用
さ
れ
た
後
、
基
本

的
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
る
。

（
参
考
）
Ｎ
Ｇ
Ｎ
接
続
料
（
ＩＧ

Ｓ
接
続

）
算
定
に
用
い
ら
れ
る
需
要
及
び
原
価
の
主
な
予
測
方
法

29



12

光
フ
ァ
イ
バ

の
耐

用
年

数
の

見
直

し
に
伴

う
将
来

原
価
接

続
料
の
再
算
定

総
務
省

の
音

声
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の

統
計

誤
り
に
よ
る

N
G

N
接

続
料
算
定
誤
り
の

是
正

通
信
用

建
物

の
料

金
算

定
の

誤
り
の

是
正
（
西
日

本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
み
）

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の

取
扱

い
の

適
正
化

30







15

光
フ
ァ
イ
バ

の
耐

用
年

数
の

見
直

し
に
伴

う
将
来

原
価
接

続
料
の
再
算
定

総
務
省

の
音

声
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の

統
計

誤
り
に
よ
る

N
G

N
接

続
料
算
定
誤
り
の

是
正

通
信
用
建

物
の

料
金

算
定

の
誤
り
の

是
正
（
西
日

本
電
信

電
話
株
式
会
社
の
み
）

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の

取
扱

い
の

適
正
化
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16
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
の
取
扱
い
の
適
正
化
に
つ
い
て

フ
レ
キ
シ
ブ
ル

フ
ァ
イ
バ
の
概
要

光
提

供
エ
リ
ア
内

光
提
供
エ
リ
ア
外

携
帯

電
話

事
業
者
等
に
対
し
、
既
存
設
備

が
存

在
し

な
い
エ
リ

ア
（

光
未

提
供
エ
リ

ア
）
等
に

お
い
て
、
個
別
設
備
を
設
置
し
、

既
存

設
備
区

間
の
設
備
と
組
み
合
わ
せ
て
伝

送
路

設
備

等
を
提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス
。

提
供

形
態

は
、
こ
れ
ま
で
、
卸
電
気
通
信

役
務

の
み

で
あ
り
、

相
互

接
続

で
の
提
供
は
受
け
付
け
て
い
な
い
。

○
い
わ
ゆ
る
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
」に

つ
い
て
、
省

令
（
電
気

通
信
事

業
報
告

規
則
）
に
基

づ
く
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
関
す
る
定
期
報

告
に
つ

い
て
報

告
内
容
の
正
確
性
を
期
す
よ
う
総

務
省
か
ら
報

告
義
務

対
象
事

業
者
に
対
し
て
一

斉
に
行
わ
れ
た
要
請
（
※
１
）
を
受
け
精
査
し
た
際

に
、

N
T
T
東

日
本

・
西
日
本
か
ら
、
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

フ
ァ
イ
バ

」に
用
い
る
伝

送
路

設
備
を
固

定
端
末
系
伝
送
路
設
備
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
こ
と
が

判
明

し
た
と
の

報
告

が
あ
っ
た
。

（
固
定

端
末

系
伝

送
路

設
備
は
、
指
定
告
示
（
平
成

13
年
総

務
省
告

示
第

2
43
号

）に
よ
り
、
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

フ
ァ
イ
バ
に
用
い
る
伝
送
路
設

備
も
そ
の

対
象
と
し
て
取
り
扱

わ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
）

○
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本
は
、
同
報
告
に
お
い
て
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

フ
ァ
イ
バ
は

、
既

存
設
備

が
存

在
し
な
い
エ
リ
ア
（
光
未
提
供
エ
リ
ア
）に

お
い
て

利
用

事
業

者
の
要

望
に
基
づ
き
当
該
利
用
事
業
者
の
代
わ
り
に
新

た
に
設
備

を
構

築
す

る
も
の
で
あ
り
、
卸
電
気
通
信
役
務
に
よ
る
提
供
を
前
提
に

そ
の

提
供
条

件
を
定

め
て
い
る
こ
と
か
ら
相
互
接
続

に
よ
る
提

供
は
困

難
と
し
て
お

り
、
今
回

あ
わ

せ
て
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ
に
係
る
費
用
を
接

続
料

原
価

か
ら
除

く
と
と
も
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ

を
接
続

機
能
の

対
象
外

と
す
る
内

容
（※

２
）の

再
申
請
が
行
わ
れ
た
。

※
１

「
固

定
端
末
系
伝
送
路

設
備
設
置
状
況
報
告
に
つ
い
て
」
（
平
成

31
年
４
月

2
3
日
付
け
総
基
料
第

7
6号

）
※

２
第

一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
３
条
に
よ
る
許
可
が
併
せ
て
申
請
さ
れ
た
。
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１ 

審 査 結 果 
（令和元年度の将来原価接続料等の再算定について） 

  

 電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号。以下「施行規則」という。）、第一

種指定電気通信設備接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号。以下「接続料規則」という。）

及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13年１月６日総務省訓令第 75号。以下「審査基準」

という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行った結果、認可することが適当と認められ

る。 

審  査  事  項 審査結果 事 由 

１ 施行規則第 23 条の４第１項で定める箇所にお

ける技術的条件が適正かつ明確に定められてい

ること。（審査基準第 15条(1)ア） 
－ 

変更事項なし 

２ 接続料規則第４条で定める機能ごとの接続料

が適正かつ明確に定められていること。（審査基

準第 15条(1)イ） 適 

接続料は接続料規則第４条に規定する機

能ごとに定められており、かつ、接続料は適

正かつ明確に定められていると認められる。

なお、フレキシブルファイバに係る接続料に

ついては別記のとおり。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信

事業者及び当該指定電気通信設備とその電気通

信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に

関する事項が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)ウ） 

－ 

変更事項なし 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信

事業者の別が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)エ） 
－ 

 変更事項なし 

５ 施行規則第 23 条の４第２項で定める事項が適

正かつ明確に定められていること。（審査基準第

15条(1)オ） 

 

 

適 

【施行規則第 23 条の４第２項第１号から第

１号の３までに係る事項】 

変更事項なし 

【施行規則第 23 条の４第２項第２号に係る

事項】 

（NTT東日本）変更事項なし 

（NTT 西日本）第一種指定電気通信設備を設

置する電気通信事業者の設置する建物の場

所に関して他事業者が負担すべき金額につ

いて、適正かつ明確に定められていると認め

られる。 

【施行規則第 23 条の４第２項第３号から第

12号までに係る事項】 

変更事項なし 

６ 接続料が接続料規則に定める方法により算定

された原価に利潤を加えた金額に照らし公正妥

当なものであること。（審査基準第 15 条(2)） 
適 

本件申請中の料金表に定める接続料は、接

続料規則第３章から第６章までの規定に基

づいて算定された原価及び利潤に照らし、公

正妥当なものと認められる。接続料と利用者

料金の関係の検証の結果については、補足資

料１及び補足資料２のとおり。 

７  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置

する電気通信事業者がその指定電気通信設備に

自己の電気通信設備を接続することとした場合
適 

 自己の電気通信設備を接続することとし

た場合の条件に比して不利なものとする旨

の記載は認められない。 
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２ 

の条件に比して不利なものでないこと。（審査基

準第 15条(3)） 

８  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをするものでないこと。（審査基準第 15 条

(4)） 
適 

特定の電気通信事業者に対し不当な差別

的取扱いをする旨の記載は認められない。 

 

（別記） 

 本件申請においては、接続料規則第３条ただし書の規定に基づき、フレキシブルファイ

バについて、利用事業者が個別設備の設置及び維持管理に係る費用を全額負担することを

前提に加入者ダークファイバ相当のサービスの提供を要望する場合において、東日本電信

電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が個別設備を設置し、既存設備区間の設備と組

み合わせて提供するサービスに係る固定端末系伝送路設備の費用を加入光ファイバに係

る接続料原価から除外するとともに、当該固定端末系伝送路設備について接続料を設定し

ないこととする旨の許可を求める申請が併せて行われている。 

当該申請については、フレキシブルファイバは、利用者が個別設備及びこれと一体をな

す既存設備を占用する実態を踏まえれば、その提供に係る費用は加入光ファイバに係る接

続料として加入光ファイバを利用する全事業者が広く負担するのではなく、当該利用事業

者が個別に負担することが適当であることに加え、「既存設備が存在しないエリア（光未提

供エリア）において、利用事業者の要望に基づき、当該利用事業者の代わりに東日本電信

電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が新たに設備を構築するものであり、提供に当

たっては卸電気通信役務での提供を前提にその提供条件を定めていることから、相互接続

による提供は困難」とする申請者の説明を踏まえると、これを認めなかった場合の利用事

業者への影響も考慮して、特別なものとして一定の合理性があると判断することはやむを

得ないと考える。 
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